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 第 3 回定例会        議案第 67 号 

 

 

令和 6 年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

 

 令和 6 年度安芸高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,384千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,134,598 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

 

令和 6 年 9 月 6 日提出 

 

安芸高田市長 藤本 悦志   



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 県支出金 2,349,070 252 2,349,322

 1 県補助金 2,349,069 252 2,349,321

 5 繰入金 337,385 △6,636 330,749

 1 他会計繰入金 248,836 △6,636 242,200

3,140,982 △6,384 3,134,598

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 48,379 △6,636 41,743

 1 総務管理費 47,755 △6,636 41,119

 5 保健事業費 75,790 252 76,042

 1 保健事業費 34,465 147 34,612

 2 特定健康診査等事業 41,325 105 41,430

費

3,140,982 △6,384 3,134,598

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計
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１．総括

(歳　入)

款

 3 県支出金 2,349,070

 5 繰入金 337,385

3,140,982

補 正 前 の 額

歳 入 合 計
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(単位:千円) 

252 2,349,322

△6,636 330,749

△6,384 3,134,598

補 正 額 計
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（歳　出）

款

 1 総務費 48,379 △6,636 41,743

 5 保健事業費 75,790 252 76,042

3,140,982 △6,384 3,134,598歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

0 0 0 △6,636 0

0 252 0 0 0

0 252 0 △6,636 0

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入
（款）  3 県支出金

款

項

目

 3 県支出金 2,349,070 252 2,349,322

 1 県補助金 2,349,069 252 2,349,321

 1 保険給付費等交付金 2,349,068 252 2,349,320

（款）  5 繰入金

 5 繰入金 337,385 △ 6,636 330,749

 1 他会計繰入金 248,836 △ 6,636 242,200

 1 一般会計繰入金 248,836 △ 6,636 242,200

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 1 普通交付金 105 普通交付金

 2 特別交付金 147 県繰入金（２号分）

 1 保険基盤安定繰入金 △ 6,636 職員給与費等繰入金

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  1 総務費

款
項

目
 1 総務費 48,379 △6,636 41,743 0 0 △6,636 0

 1 総務管理費 47,755 △6,636 41,119 0 0 △6,636 0
 1 一般管理費 46,954 △6,636 40,318 0 0 △6,636 0

（款）  5 保健事業費

 5 保健事業費 75,790 252 76,042 252 0 0 0
 1 保健事業費 34,465 147 34,612 147 0 0 0

 1 保健衛生普 10,398 147 10,545 147 0 0 0
及費

 2 特定健康診査 41,325 105 41,430 105 0 0 0
等事業費
 1 特定健康診 41,325 105 41,430 105 0 0 0

査等事業費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
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（単位 ： 千円）

節         

 2 給　　　料 △4,290 一般管理費 △6,636                
 3 職員手当等 △1,510 一般職員人件費 △6,705            
 4 共　済　費 △905 02 給　　　料 △4,290        
 8 旅　　　費 69 03 職員手当等 △1,510        

04 共　済　費 △905        
総務一般管理費 69            
08 旅　　　費 69        

11 役　務　費 147 保健衛生普及費 147                
11 役　務　費 147        

通信運搬費 147    

18 負担金補助 105 特定健康診査等事業費 105                
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 105        

○補助費（負担金） 105    
　特定健診運営負担金 105    

区 分 金 額
説 明
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1.一 般 職

(1)総括

報　酬 給　料 職員手当 計

人 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(1)

4

(1)

5

△ 1

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

540 470 310 18 1,960 40

300 530 630 18 1,960 40

240 △ 60 △ 320

計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,754 500 9,592

7,424 200 11,102

△ 1,670 300 △ 1,510

給　与　費　明　細　書

区  分

職
員
数

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　　計
備　　　考

27,982

補正前 1,744 16,810 11,102 29,656 5,031 34,687

補正後 1,744 12,520 9,592 23,856 4,126

△ 6,705

職
員
手
当
の
内
訳

区  分
扶養手当 通勤手当 住居手当 地域手当

単身赴任
手当

特殊勤務
手当

比　較 △ 4,290 △ 1,510 △ 5,800 △ 905

時間外勤務
手当

休日勤務
手当

補正後

補正前

比　較

区  分
夜間勤務

手当
管理職手当

退職手当組
合負担金

補正後

補正前

比　較

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

児童手当
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ア　会計年度任用職員以外の職員

報　酬 給　料 職員手当 計

人 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

4

5

△ 1

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

540 470 310 18 1,960 40

300 530 630 18 1,960 40

240 △ 60 △ 320

計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,110 500 8,948

6,780 200 10,458

△ 1,670 300 △ 1,510

合　　計
備　　　考

補正後 12,520 8,948 21,468 4,126 25,594

区  分

職
員
数

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費

32,299

比　較 △ 4,290 △ 1,510 △ 5,800 △ 905 △ 6,705

補正前 16,810 10,458 27,268 5,031

備考1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を
　含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。
2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職
員
手
当
の
内
訳

区  分
扶養手当 通勤手当 住居手当 地域手当

単身赴任
手当

退職手当組
合負担金

補正後

補正前

比　較

区  分
夜間勤務

手当
管理職手当

管理職特別
勤務手当

期末勤勉
手当

児童手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

休日勤務
手当

補正後

補正前

比　較
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